
介護 員養成研修重 要事項説明 書 

                         作成日 ２０２６年３月１日 

１ 研修事業者概要 

(1)事業者名 一般財団法人 宝塚市保健福祉サービス公社 

(2)代表者名 理事長 妙中 信之 

(3)所在地 宝塚市小浜４－５－６ 

(4)事業者指定県民局 兵庫県阪神北県民局宝塚健康福祉事務所監査指導課

（TEL０７９７－６１－５１７４） 

(5)事業者指定年月日 ２０１９年１１月５日 

(6)事業者指定番号 神北(宝健)第１６０２号 

(7)基本財産・資本金    ３億円 

(8)主な出損者・出資者とその金額     

 

宝塚市 

３億円 

(9)他の主な事業 1．居宅介護支援事業 

2．ホームヘルプサービス事業 

3．介護老人保健施設事業 

4．デイサービスセンター事業 

5．訪問看護事業 

6．シルバーハウジング生活援助員派遣事業 

7．地域包括支援センター事業 

8．機能訓練及び運動器機能向上 

9．ファミリーサポートセンター事業   （介護・育児） 

10．要介護認定訪問調査事業 

11．介護技術等研修事業 

12．訪問リハビリテーション事業 

13．定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業 

14．障碍者相談支援事業 

(10)主務官庁(公益法人の場合) 

        

宝塚市役所健康福祉部 ０７９７－７１－１１４１ 

(11)介護員養成研修事業を開始した年月日 ２０００年９月１日 

(12)過去に兵庫県内で実施した介

護員養成研修の実績     

 

 

初任者 ：２５講座１８０人 

基礎：  講座   人 

１級：  講座   人 

２級：２９講座８１３人 

３級： １講座 ４０人 

直近の講座開設日 

２０２５年１１月 ６日 

  年   月   日 

  年   月   日 

２０１２年 ９月 ３日 

２００１年 ２月 １日 



２ 研修の概要 

(1)研修事業名 第２６期 介護職員初任者研修課程 

(2)研修の課程 介護職員初任者研修課程 

(3)通信、通学の別 通信、通学（併用） 

(4)事業指定県民局等 兵庫県阪神北県民局 宝塚健康福祉事務所 監査指導課 

（TEL０７９７－６１－５１７４） 

(5)事業指定番号 ２６－０１６０２－０１ 

(6)定員及び開講必要人数 定員１０人（５人以上で開講） 

(7)受講資格    介護職員として従事しようとする者。心身ともに健康である者。そ

の他、本研修受講者として適当と認めた者とする。 

(8)研修の実施場所及

び時間      

講義・演習 場所：宝塚市保健福祉サービス公社 

（１３２時間） 

実習 ※２ 実習：池ノ島デイサービスセンター  

  （宝塚市泉町６番３３号） 

実習：ステップこはまヘルパーステーション  

  （宝塚市小浜４丁目５番６号） 

(9)研修実施期間  ２０２６年５月８日～２０２６年７月１７日 

(10)補講の可否・条件

等       

可（全日出席を原則とする） 

  ＊やむを得ない事情による欠席時、講義の補講は可。 

(全体時間数の１割未満に限る) 実技の補講は不可。 

(11)修了評価の時期 ２０２６年７月１５日 

(12)修了評価が評価基

準に満たない場合の

補講・再評価  

補講の日程等 ２０２６年７月１７日（２時間） 

再評価    ２０２６年７月１７日（２時間） 

 

３ 研修が実施できなくなった場合、替わりの研修を実施する事業者 

(1)事業者名 プラスワンケアサポート株式会社 

(2)代表者名 代表取締役 古賀 正靖 

(3)所在地 川西市栄町２５番１号アステ川西５階 

(4)基本財産・資本金      ３０，０００，０００円 

(5)主な出損者・出資者とその金額   

(6)他の主な事業 訪問介護 

(7)主務官庁(公益法人の場合) 

 

 

(8)介護員養成研修事業を開始した年月日 １９９９年８月２１日 

(9)過去に兵庫県内で実施した介護

員養成研修の実績 

 

 

初任者：  ８講座９１人 

基礎：  講座  人 

直近の講座開設日 

２０２４年 7月１６日 

年  月  日 



 

 

１級：  講座  人 

２級：３８講座１７５７人 

３級：  講座  人 

  年  月  日 

２０１２年６月 ６日 

  年  月  日 

(10)過去に他都道府県で実施した介

護員養成研修の実績 

 

（実施地域： 大阪 ） 

初任者：  ４講座 ４５人 

基礎：  講座  人 

１級：  講座  人 

２級：２２講座６３０人 

３級：  講座  人 

直近の講座開設日 

令和５年６月２０日 

年  月  日 

  年  月  日 

平成２４年１１月２１日 

  年  月  日 

(11)研修事業の実施が困難になった

時、協力事業者が新たに受講料を

徴収する場合の上限額     

１１，４３８円 

 

４ 受講料 

(1)受講料の支払方法   支払方法 現金もしくは振込による一括前払い 

支払期日 ２０２６年５月８日 （金） 

(2)受講料の額 ２２，８７６円 

(3)教材費  ７，１２４円 

(4)その他必要な費用   無し 

(5)消費税 税込価格で表示 

(6)合計   ３０，０００円 

※研修先への交通費は自己負担 

 

５ 解約条件等 

(1)利用者からの解約の場合 

受講料支払前の解約  キャンセル料無し 

受講料支払後の解約  返還金無し 

研修開始後の解約   返還金無し 

(2)事業者からの解約の場合 （解約する場合） 

1．講義・演習の講義を理由無く欠席した場合 

2．講師により受講態度が著しく悪い等の報告があり、 

改善の見込みが無い場合 

3．受講料が支払期限内に支払われない場合 

4．2度の効果測定のどちらも合格点に達しなかった場合 

（受講者への返金条件） 

利用者からの解約と同様の条件 



６ 苦情・相談窓口 

(1)担当部署名 一般財団法人 宝塚市保健福祉サービス公社  

(2)担当者名 事業部長  平岡 浩子 

(3)連絡先 

電話番号 

FAX番号 

E ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 

 

０７９７－８６－９１９４ 

０７９７－８６－８４９６ 

kousha00@takarazuka-fukushi.or.jp 

 

 

添付書類：１ カリキュラム表（担当講師一覧） 

      

 

 

 

 

          様 

 

 

 

                  説明年月日      年   月   日 

 

  説明者職名                 

 

説明者署名                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



一般財団法人宝塚市保健福祉サービス公社 初任者研修（通信） 学則 

 

（事業者の名称・所在地） 

1 本研修は次の事業者が実施する。 

 一般財団法人宝塚市保健福祉サービス公社 

 兵庫県宝塚市小浜４丁目５番６号 

 

（目的） 

2 介護職員として介護サービスに従事しようとする者を対象とした基礎的な職業教

育であり、対人理解や対人援助としての職務に必要とされる知識や技術を学習し、高

齢者・障害者の自立支援の担い手として即戦力を有する介護人材を養成し、介護人材

の確保、就業者支援として、宝塚市及び社会に貢献するものとする。 

 

（研修事業の名称） 

3 研修の名称は次のとおりとする。 

 第２６期 介護職員初任者研修（通信） 

 

（研修課程及び形式） 

4 研修課程及び形式は次のとおりとする。 

 介護職員初任者研修課程（通信形式） 

 

（実施場所） 

5   研修（講義・演習）を行うために使用する会場は、一般財団法人宝塚市保健福祉

サービス公社北棟２階レクリエーションルームとする。 

実習を行う施設は、 

① 在宅サービス提供現場見学６時間：池ノ島デイサービスセンター 

（兵庫県宝塚市泉町６番３３号） 

② 訪問介護事業同行訪問４時間：ステップこはまヘルパーステーション 

（兵庫県宝塚市小浜４丁目５番６号） 

 

 

（研修期間） 

6 第２６期の研修期間は、２０２６年５月８日から２０２６年７月１７日とする。 

 

（研修カリキュラム） 

7 研修を修了するために履修しなければならないカリキュラム１３２時間を、兵庫

県介護員養成研修事業者指定要綱３研修内容（３）に基づいた別紙「介護職員初任

者研修課程カリキュラム表」の内容を受講する。 



 

（講師氏名） 

8 研修を担当する講師は別紙「介護職員初任者研修課程カリキュラム表」のとおりと

する。 

 

（研修修了の認定方法） 

9  ①修了の認定は、７項に定めるカリキュラムを全て履修後、担当講師陣が作成し

た 

２時間程度の筆記試験を行う。 

②認定基準は、次のとおり理解度の高い順に、A・B・C・Dの４区分で評価した 

上で、C 以上の評価受講者に評価基準を満たしたものとして認定する。評価基準に達

しない場合は、必要に応じ補講を行い、基準に達するまで再評価を行うこととする。 

評価基準（100点を満点とする） 

A＝90点以上、B=80～89点、C=70～79点、D=70点未満 

 

（受講資格と定員） 

10 受講資格については、①介護職員として従事しようとする者 ②心身ともに健康で

ある者 ③その他、本研修受講者として適当と認めた者とする。 

また、定員は１０名とし、最低催行人数を５名とする。 

 

（受講手続） 

11 ①受講手続きは、研修開講１か月前から市広報紙やチラシにて募集を開始する。

受講希望者は、募集期間中に必着となるように、所定の申込用紙に住所・氏名・年齢

等必要項目を記入し、郵送・持参・FAX・メール等にて応募を行う。募集は先着順とす

る。②受講決定者には、文章にて決定通知及び受講料金支払方法について郵送する。 

 

（研修参加費用） 

12 研修参加費用は、税込３０，０００円（テキスト代含む）とする。 

 

（使用テキスト） 

13 一般財団法人長寿社会開発センター発行：介護職員初任者研修テキスト（全３巻） 

  

（研修欠席者の扱い） 

14 理由の如何にかかわらず、研修開始から２０分以上遅刻した場合は欠席とする。ま

た、やむを得ず欠席する場合には必ず「欠席届」を提出する。 

 

（補講の取扱い） 

15 研修の一部を欠席した者で、やむを得ない事情があると認められる者については、



講義・演習の１割を上限とし、補講を行うことにより当該科目を修了したものとみな

す。 

 

（受講の取消し） 

16 次に該当するものは、受講を取消すことが出来る。 

（１） 学習意欲が著しく欠け、修了の見込みが無いと認められる者 

（２） 研修の秩序を乱し、そのほか受講者としての本分に反したと認められる者 

 

（修了証明書の交付） 

17 ９項により修了を認定された者には、当法人において、修了証明書及び修了証明

書（携帯用）を交付する。 

 

（修了者名簿の管理） 

18 修了者名簿の管理については、次のとおり行う。 

（１） 修了証明書交付名簿、その他必要書類を適正に管理するとともに、兵庫県阪

神北県民局長に提出する。 

（２） 修了証明書の紛失があった場合は、修了者の申し出により再発行を行う。 

 

（情報の公表） 

19 兵庫県介護員養成研修事業者指定要綱６に定める情報の公表に基づき、当法人ホ

ームページ https://takarazuka-fukushi.or.jp/において初任者研修の詳細を公表す

る。 

 

（その他留意事項） 

20 初任者研修の実施に当たり、次のとおり必要な措置を講じることとする。 

（１） 研修に関しての苦情窓口を設置し、苦情及び事故が発生した場合には、迅速

に対応する。苦情対応窓口：経営企画室 電話 0797-86-9194  

（２） 事業実施により知り得た個人情報を他人に漏らしたり、不当な目的に使用し

ない。 

（３） 受講者等が自習等で知り得た個人情報を他人に漏らしたり、不当な目的に使

用しないよう受講者の指導を行う。 

 

（施行細則） 

21 この学則に必要な細則並びにこの学則に定めのない事項で、必要があると認めら

れる場合は、当法人がこれを定める。 

 

 

 



 

付 則 

この学則は２０１３年６月２５日 から施行する。 

付 則 

この学則は２０１４年２月２０日 から施行する。 

付 則 

この学則は２０１４年５月３０日 から施行する。 

付 則 

この学則は２０１５年２月１日 から施行する。 

付 則 

この学則は２０１５年６月１日 から施行する。 

付 則 

この学則は２０１６年２月１日 から施行する。 

付 則 

この学則は２０１６年７月１日 から施行する。 

付 則 

この学則は２０１７年２月１日 から施行する。 

付 則 

この学則は２０１７年６月１日 から施行する。 

付 則 

この学則は２０１８年１月１日 から施行する。 

付 則 

この学則は２０１８年８月１日 から施行する。 

付 則 

この学則は２０１９年１１月１日 から施行する。 

付 則 

この学則は２０２０年４月１日 から施行する。 

付 則 

この学則は２０２０年１０月１日 から施行する。 

付 則 

この学則は２０２１年４月１日 から施行する。 

付 則 

この学則は２０２１年９月１日 から施行する。 

付 則 

この学則は２０２２年４月１日 から施行する。 

付 則 

この学則は２０２２年１１月１日 から施行する。 

付 則 



この学則は２０２３年１１月１日 から施行する。 

付 則 

この学則は２０２４年１月１日 から施行する。 

付 則 

この学則は２０２４年４月１日 から施行する。 

付 則 

この学則は２０２４年１１月１日 から施行する。 

付 則 

この学則は２０２５年４月１日 から施行する。 

付 則 

この学則は２０２５年１１月１日 から施行する。 

付 則 

この学則は２０２６年４月１日 から施行する 


